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民生費

予

1 概要

令和元年10月から新たに実施される幼児教育・保育の無化(以下「無化」という。)において、3~5歳

の全ての子どもと0~2歳の住民税非課税世帯の子どもについて、幼稚園・保育所・認定こども園等の認可

施設の利用料が無料となる。

併せて、子ども・子育て支援新制度に移行していない、私学助成の幼稚園の利用料や、認可外保育施設等

の利用料についても、子育てのための施設等利用給付制度により、一定の上限額まで支給される。

施設等利用給付の支給事務を行うにあたり、定型的な請求書等の整理・データ入力等を民間事業者に委

託することで、無化により増大する事務の効率化を図るもの。

説明

項

2

児童福祉費

目

児童福祉

総務費

2 事業内容

(1)支給対象となる利用料

利用料の

種類

保育料

及び

入園料

番号

1-1

事業名

認可外保育施設等利用給付費

補正額

預かり

保育

対象施設

幼稚園(私学助成)

・幼稚園(手厶学助成)

・幼稚園(施設型給付)

・認定こども園

千円

3,878

その他

(複数施設の

利用が可能)

児童1人

あたり上限額

・認可外保育施設

・病児・病後児保育施設

・ファミリー・サポート・センター

・一時預かり

(保育所・認定こども園)

・ベビーシッター

25,700円/月

(2) 業務委託の概要

ア提出書類信青求書・提供証明書等)の整理及び管理

イ提出書類の内容確認

ウ提出書類のデータ入力作業

工還払いにおいて、複数利用の上限額を管理

オ支出書類の作成

・施設による法定代理受領(現物

給付)

・施設から市へ請求を行う

・年2回(4月及ぴ 10月)、 6か月

分を概算払とする

・施設数 54件/回

11β00円/月

支払方法

37,000円/月

(3歳~5歳)

42,000円/月

(0歳~2歳)

・利用者あて還払い

・児童ごとに複数利用の上限額を

管理

・利用の翌月以降に請求を受け

付け、請求月の翌月払とする

・申請件数見込約1ρ00件/月



(3)支払事務のフロー

ア現物給付

提供証明書

①提供証明書の発行

イ

⑤代理受領額の通知

②利用費の請求【代理受領】

提供証明害

内訳表

請求書

還払い

①利用費の請求

2 11用費の支払い

ー^

の3

④利用費の支払い

【代理受領】

④利用費の請求【

ず

t3
、、ータカ〆゛

ー、

^^

3 事業費内訳

委託料 3,878千円

提供証明書

領収証

求

^

^^^

提供証明書

領収証

請求書

⑥利用費の支払い【還払い】

払い】

4 財源内訳

、
、

、

1

1

事業費

干円

3,878

※財源負担割合国 10/10

無化全般にかかる事務費については令和2年度まで国が10割負担。

国庫支出金※

千円

3,878

ず

15
、

^

1
゛

、
、

理 、

力1

県支出金

干円

財源内訳

地方債

千円

一般財源

千円

その他

千円

長
崎
市

今
回
業
璽
を
行
う
部
分

未
移
行
幼
稚
園
等

0
 
一
夕
一

長
崎
市
一
一
一

一
求

園
諏
可
外
等

利
用
者

利
用
者

ー
ー
ー



'
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U見イテ】

幼園

対象者別利用料の新旧対照フロー
.、

(

多テ 3~5

利用者

(保護者)

児の 1

警_ン回.ーー,

①保脊料の納付

②副食費の支払い

匿蚕査利

【令和元年10月以降】

④就園奨励費
補助金による
保育料の減免

(

③就困奨励費
補助金の交付

【法定イt理受領】
(現物給付)

※利用者が保育利を一旦
支払わずに済むよう、市から
施設に対し施i窒等利用給
付費を給付.

(上限額2.57万円まで)

幼稚園

当腎県

.ー

利用者

(保護者)

※国・県・市の負担割合は令和2年度以降のもの(令和元年度は国が全額負担)

負担率

V4

③副食費の支払い

市
,エー回

負担率

ν4

県

①施3登等利用
給付費の申請

②施3登等ネ蝿
給付費の給付

幼稚園 ※就園奨励費補助金
の制度がなくなる。



B斯テ】

認可タト保育施設等 3~5歳児の例

利用者

(保護者)

回

①利用料の納付

【令和元年10月以降】

②領収証の発行

認可外保育施設

【償還払い】

※保育料が無償化されるた

め、市から利用者に対し施設
等利用給付費力唆給される.
(上限額3.7万円まで)

ベビーシッター

ファミリー・サポート・
センター

."

、

一時預かり事業

病児保育事業

③施設等利用
給付費の申請
{領収書の合算可}

預かり保育

利用者

(保護者)

④施3登等利用給付費
の給付

※国・県・市の負担割合は令和2年度以降のもの

(令和元年度は国が全額負担)

鋤旦率
14

①利用料の納付

市
、●、回
負担率

V4

県

②領収証の発行

0

認可外保育施設

ベビーシッター

ファミリー・サポート・
センター

一時預かり事業

病児保育事業

0

1※幼稚園と瑞用の場合、1

預かり保育

4

上限額は月1.13万円まで

預かり保育は単独での上限額設定と

なるため、利用者の負担減を考慮

し、現物給付に変更する

^



.
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B見イテ】

認口外保育施設等

0~2

(

利用者

(保護者)

^

の"

回

①利用料の納付

②領収証の発行

【令和元年10月以降】

認可外保育施設

(

【償還払い】
※保育料が無償化されるた
め、市から利用者に対し施設
等利用給付費力笈給される。
(上限額42万円まで)

ベビーシッター

ファミリー・サボート・
センター

."

一時預かり事業

病児保育事業

③施i妾等利用
給付費の申請
(領収害の合興可)

利用者

(保護者)

④施設等利用給付費
の給付

※国・県・市の負担割合は令和2年度以降のもの(令和元年度は国が全額負担)

剣旦率
14

①利用料の納付

市
一←回

負担率

V4

県

②領収証の発行

認可夕H呆育施設

ベビーシッター

ファミリー・サボート・
センター

一時預かり事業

病児保育事業

主
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1 概要

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終7後や
土曜日、長期休業期間等に適切な遊びゃ生活の場を与えてその健全な育成を図るため、国の子ど
も・子育て支援交付金を活用し、放課後児童クラブの運営に対して補助を行っているが、運営費

等に係る補助基準額が増額改定されたことに伴い補助額を増額するもの。
また、放課後児童クラブからの障害児受入費等の補助申請額が見込みを下回ったことにより

生じる不用見込額を減額するもの。

2

児童福祉費

項

児童福祉
総務費

目

2

(1

番号

事業内容

)運営費等に係る補助基準額の増額

2-1

事業名

補正額の内訳

放課後児童健全育成費

①基本額

②開所日数加算

補正額

③長時間開所加算(平日)

区分

④長時間開所加算(長期休暇等)

'15,

⑤小規模放課後児童クラブ支援事業

( 4 2,8 5 6 千円)

千円

5 8 1

⑥障害児受入費仂口配1人目)

⑦障害児受入費仂口配2人目)

⑧放課後児童クラブ送迎支援事業

該当

クラブ数

伎援の単位劃

⑨放課後児童支援員

キャリアアップ処遇改善事業

157

※補助区分毎の改正額(新旧対照)については別紙参照。

148

改正前①

交付決定額

18

154

餌7,058

合計

4

76,160

改正後②

幻

(単位:千円)

5,636

58,四4

673,257

0

2,236

補正額

②一①

80,640

155,365

53

6,237

9,597

59,944

26,199

2,300

616

4,480

160,6釣

20,913

11,082

975,675

601

1,850

958

23,424

64

5,324

1,018,531

1,4舗 》

342

2,51 1

42,856



.

材

(2)不用額が見込まれることによる減額

補正額の内訳

障害児受入費仂a配 1 人目)

障害児受入費仂n配2人目)

区分

放課後児童支援員等

処遇改善事業

放課後児童支援員

キャリアアップ処遇改善事業

(' 5 8,4 3 7 千円)

(

当初予算額

①

(3)今回補正額

(1)十(2)

合計

181,396

3

執行見込額

佼付決定割

②

財源内訳

23,348

160,431

(単位:千円)

事業費

▲ 1 5,5 8 1 千円

155,3飾

36,115

不用見込額

(補正客亘)

②一①

401,290

▲15,

9,597

(

151,014

千円

5 8 1

※1

※2

'26,031

※1国庫支出金

26,87フ

国庫補助率

県補助率

▲ 13,751

342,853

参考:放課後児童クラブの状況(RI.5.1現在)

'9,417

▲ 5,

千円

1 9 3

'9,238

1 / 3

1 / 3

※2県支出金

財

クラブ数

▲58,437

支援の単位数

区分

登録児童数

源

' 5,

小学校児童数

千円

1 9 3

利用率

内

地方債

訳

令和元年度の状況

千円

その他

千円

96 クラブ

一般財源

157 支援

5,881 人

▲ 5,

18,975 人

千円

1 9 5

31.0%



朋1縣用

①基本額

補助基準額改正の新旧対照表※補正に係る項目のみ

区分

^

②開所日数加算

(ア) 1~19人

2^巴一(19人一児童数)×27,000円

(イ) 20~35人

4■0生Ω0Ω巴一(36人一児童数)×25,000円

(ウ) 36~45人

'」Ω^

(エ) 46~70人

4■旦^巴一(児童数一45人) X旦^N巴

(オ) 71人以上

2,917,000円

③長時問開所加算坪日)

④長時間開所加算(長期休暇等)

⑤小規模放課後児童クラブ支援事業

⑥障害児受入費仂a配1人勵

旧

⑦障害児受入費仂n配2人目)

⑧放課後児童クラブ送迎支援事業

⑨放課後児童支援員

キャリアアップ処遇改善事業

(年聞開所日数一250日)×1Z■皿巴

旧6時間超かっ18時超の年間平均時間数X3Z靴四0巴

旧8時問超の年間平均時間数XIZO』Ω旦巴

旦製'0Ω旦巴

(ア) 1~19人

2」30^0旦田一(19人一児童数)×27,000円

(イ) 20~35人

4呂δ4^旦巴一(36人一児童数)×25,000円

(ウ) 36~45人

'』鎚^

(エ) 46~70人

4』^巴一(児童数一45人)×6旦」0皿巴

(オ) 71人以上

2,917,000円

上1旦^巴

上ユ旦旦^

"旦』皿且

(1)支援員

Ⅱ旦』Ω佃.

(2)経験5年以上で一定の研修受講の支援員

2釘.』皿巴

(3)経験10年以上で事務所長的立場の者

紅乙』旦旦巴

※1支援の上限βZa^巴

新

(年間開所日数一250日)×1β'1旦Ω巴

旧6時問超かつ18時超の年問平均時間数X33.乙』Ω旦巴

旧8時間超の年問平均時問数XIZ6LON巴

0

紅生如0且

上上4^

上上4Z^

4Z旦』旦旦巴

(1)支援員

1鎚』皿巴

(2)経験5年以上で一定の研修受講の支援員

距旦上Ω旦巴

(3)経験10年以上で事務所長的立場の支援員

3M』Ω旦巴

※1支援の上限δ旦6^巴

0
コ

.


